
         
 

 

｢未熟児養育医療給付｣利用の手引き 
（申 請 案 内） 

 

 

１．未熟児養育医療給付とは？ 

身体の発達が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その入院治療に必要

な医療費を市が公費負担する制度です。養育医療給付を受けることができるのは、全国の指

定養育医療機関での治療に限られます。なお、世帯の市町村民税額等に応じて、徴収基準月

額（自己負担金）を決定します。 

 

２．対象者は？ 
吹田市内に居住する乳児で、出生直後に次に掲げる①又は②のいずれかの症状に該当し、 

指定養育医療機関の医師が入院養育の必要を認めた方が対象となります。 

① 出生体重が２，０００g 以下の未熟児 

② 生活力が特に薄弱であって、次に揚げるいずれかの症状を示すもの 

(ア)一般状態 a 運動不安、けいれんがあるもの 

 b 運動が異常に少ないもの 

(イ)体  温 摂氏３４度以下 

(ウ)呼吸器循環器系 a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの 

 b 呼吸回数が毎分５０を超えて増加の傾向にあるか又は毎分３０以下のもの 

 c 出血傾向の強いもの 

(エ)消化器系 a 生後２４時間以上排便のないもの 

 b 生後４８時間以上嘔吐持続しているもの 

 c 血性吐物、血性便のあるもの 

(オ)黄  疸 
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの 

（重症黄疸による交換輸血を含む） 

 

３．給付の内容は？ 
   入院治療における診察・医学的処置・治療等の支給に対して公費負担が受けられます。 

   ただし、健康保険の適用となる医療費が給付範囲となるため、おむつ代や差額ベッド代等 

の保険適用外のものについては対象となりません。 

 

４．申請手続きは？ 
   下記いずれかの申請窓口まで、必要書類をご提出ください。 

（１）申請窓口（養育医療給付制度全般のお問い合わせは、①すこやか親子室まで。） 

 名称 所在地 電話番号 

① 
児童部 すこやか親子室 

（吹田市立保健センター内） 

〒564-0072 

吹田市出口町 19番 2号 
06-7220-3796 

② 
児童部 子育て給付課 

（吹田市役所 低層棟 2F） 

〒564-8550 

吹田市泉町 1丁目 3番 40号 
06-6384-1470 

S U I T A C I T Y  

吹 田 市 



 （２）申請期間 

   必ず入院中に申請を行ってください。 

   また、乳児の入院日から２か月後以降の申請は受け付けできませんので、ご注意ください。 

 

  【入院中の申請が間に合わない場合】 

   吹田市ホームページから電子申込による仮申請を 

入院中に行ってください。 

※電子申込は「仮」申請です。 

後日必ず書類を提出してください。 

 

↑スマートフォン用 QR コード↑ 

（３）必要書類等 

 書類名等 記入者 備考 

① 養育医療給付申請書 扶養義務者 記入例を参考にご記入ください。 

② 養育医療意見書 医 師 
指定養育医療機関の担当医師に作成 

してもらってください。 

③ 世帯調書 扶養義務者 記入例を参考にご記入ください。 

④ 健康保険証のコピー ― 

本人（乳児）の健康保険証が発行され

ていない場合、加入予定（扶養義務者

のどちらか）の健康保険証のコピーを

ご提出ください。 

⑤ 

扶養義務者（原則、父母両方）の市町村民税課税証明書（※ 必要な方のみ） 

※ ③の世帯調書にマイナンバーを記載いただくことで、すこやか親子室側で課税額を

確認することが可能ですが、未申告の場合や申請時点において本市に住民票がない

場合は、確認することができません。該当する方は、以下のとおり課税証明書を取

得いただき、ご提出ください。 

● 申請月が４月～６月の場合 ⇒ 「前年度の市町村民税課税証明書」 

※ 前年の１月１日時点の住所地で取得できます。 

 

● 申請月が７月～３月の場合 ⇒ 「当年度の市町村民税課税証明書」 

※ 当年（１月～３月は前年）の１月１日時点の住所地で取得できます。 

 

  ＜生活保護等に該当する場合は、⑤に替えて以下の書類が必要です。＞ 

区  分 提出証明書類 

生活保護法による被保護世帯 福祉事務所等の発行する受給証明書 

中国残留邦人等支援給付受給世帯 福祉事務所等の発行する本人確認証（写し）又は受給証明書 

 

５．保護者（扶養義務者）の自己負担は？ 
 
 
＜費用の内訳＞ 

←・・・・・総 医 療 費 （ 健 康 保 険 適 用 分 ）・・・・・→ 

←・・・健 康 保 険 者 負 担 分・・・→ 
←・・養育医療給付対象分・・→ 

養育医療公費負担分 
保護者（扶養義務者） 
自己負担分（次項） 



（１）自己負担金（徴収基準月額） 

養育医療の給付対象となる乳児が属する世帯の市町村民税額等に応じて、下表のとおり徴収基準月額が

決定されます。多胎児などで、養育医療対象者が２人以上いる場合は、２人目以降は加算月額（徴収基準

月額の１０分の１）が適用されます。 

 

徴収基準月額表 

 

（２）自己負担金の支払い方法は？ 

吹田市から診療月の約４か月後（最短）に送付する「納入通知書」によって、指定金融機関

でお支払いいただきます。入院が複数月にまたがる場合でも、ひと月ごとの請求となりますの

で、あらかじめご了承ください。 

（※ 医療機関等から医療費情報が市に提供される時期によっては、１年以上経過してから納入

通知が届くこともありますので、ご了承ください。） 

 

納入通知書送付のイメージ） ※４か月後（最短）の場合 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月  

入院 入院   納入通知 納入通知  



（３）子ども医療証をお持ちの方 

未熟児養育医療制度は、子ども医療費助成制度と併用することができます。 

このため、納入通知書の請求額は、養育医療自己負担額から子ども医療費助成額を差し引い

た額となります。 

 

 

６．申請後について 

（１）医療券について 

医療券は、申請から約１か月後に郵送します。 
 
（２）申請内容に変更（氏名・住所・電話番号・被保険者証等）が生じた場合 

すこやか親子室まで「養育医療券記載事項変更届書」を提出してください。 

（３）医療券記載の診療予定期間を継続したい場合 

  すこやか親子室まで「養育医療継続診療協議書」を提出してください。 

（４）医療券を紛失した場合 

  すこやか親子室まで「養育医療券再交付申請書」を提出してください。 

 ※（2）～（4）は子育て給付課では受付できませんのでご注意ください。 

 

７．よくある質問 
   
（１）養育医療給付の承認を受けた場合、医療機関での支払いは必要ですか？ 

未熟児の治療で健康保険対象分の費用については、吹田市が負担(立替え)しますので、医療

機関の窓口でお支払いいただく必要はありませんが、健康保険対象外分(差額ベッド代やおむ

つ代等)については、医療機関の窓口でお支払いいただく必要があります。     
（２）子ども医療証を持っているのですが、養育医療の承認を受けた後、自己負担金の支払い

に関して、必要な手続きはありますか？ 

養育医療の自己負担金の納入通知書を送付する際、子ども医療証をお持ちの方には、養育医

療の自己負担金から子ども医療費助成制度の公費負担分を差し引いた額を請求額として送付

します。そのため、子ども医療の還付申請など別途に手続きを行う必要はありません。 

 

 

 

 《お問い合わせ先》 

 

  吹田市 児童部 すこやか親子室 

 

  所在地 吹田市出口町19番2号 

      （吹田市立保健センター内） 

 

  T E L (06)7220-3796 

 

  F A X (06)6384-1175 
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